



「コンテナ危険物明細書」の記載要領について
昨今、明細書に記載されている詳細が 危規則告示・容器規定・備考欄で指示される内容に沿っておらず 積載許可取得が困難な場合があります。　

1 記載要領でご不明な点はJASTOPRO HPにある記載要領を参照し各記項目は必須となりますので漏れなく記載し 提出をお願いいたします。

「日本貿易関係手続簡易化協会（ジャストプロ）のウェブサイトからの抜粋
· http://www.jastpro.org/form/kiken_yoshi.html

2 収納容器記載に関しては 単一、組み合わせ容器や材質が判別できるよう国連容器コードを添え書きしてくださいますようお願いします。

3 隔離要件にかかるUN番号に関しては 危規則別表第１ 備考8, 9に従い 隔離グループの記載をお願いします。（コンテナ積みつけプランに必要な情報です。）
[image: ]
4 管轄省庁が許可したものに関するUN番号に関しては その証明書を入手し提出してください。　また、最終書類として明細書添付書類としてターミナルに提出願います。

5 明確で判読可能な印字での明細書を送付願います。（読み違いにより 誤申請や誤積みの原因になり 直前の積載拒否または、ペナルティーが課せられる原因になります。）

＊事前積載申請用明細書の提出先/連絡先　
OOCL神戸支店 DG チーム
E-Mail Address	 jkobdgt@oocl.com
電話番号		078-303-8222

[bookmark: _GoBack]上記のお願いは本船積載に関する「事前危険物積載許可」を目的としておりますので
従来どおり 最終書類（コンテナ・シール番号記載、ご署名付き）としてD/R情報同様 CYカット日までに通常どおりターミナル及び弊社輸出業務部（B/L作成チーム）に提出願います。
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